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はじめに 

 

「人権」とは、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する

権利」、「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらにもっている権利」であって、

日常的な社会生活を送る上で、他者から排除されたり差別されたりしないことです。 

本市では、「伊賀市における部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に関する

条例」や「伊賀市人権尊重都市宣言」の理念に基づき、市民一人ひとりが自らの人権

意識を高め、お互いの人権を尊重する、明るい市民社会の実現に向けて取り組んでき

ました。 

近年、社会意識の中で「差別は許されないものである」という意識の醸成は着実に

進んできていると感じています。しかし、その一方でインターネットやＳＮＳを媒介

として、あらゆる人権問題について意見を表明した個人や団体を攻撃するような新た

な差別的な扇動も起きています。 

本市においても、差別や排除がなく、すべての人の人権が守られ、多様性が尊重さ

れる社会意識を、より一層醸成していくために、社会参画や自己実現の機会が保障さ

れ、安心安全で自分らしく暮らせる人権尊重のまちづくりに向け尽力していきます。 

２０２０（令和２）年度に実施した「人権問題に関する市民意識調査」の結果や第

３次伊賀市人権施策総合計画で取り組んできた成果と課題を踏まえ、第４次伊賀市人

権施策総合計画を策定しました。基本的に第３次計画の内容を踏襲しつつ、当事者や

関係団体の声や意見を検討するとともに、第３次計画期間において発生した差別事象

の課題を踏まえ、新たな法律の制定や改正など社会情勢の変化に配慮しながら、今日

的な人権に関する諸課題に対応できるよう市の各種計画との調整を図ってまいりま

した。 

計画の推進にあたっては、行政施策だけでなく、市民・住民組織、企業・事業所、

ＮＰＯ団体などの多様な主体と連携・協働し、それぞれが主体的に取り組むことが不

可欠であり、市民の皆様の一層のご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

おわりに、本計画の策定にあたり、計画をご審議賜りました人権政策審議会委員の

皆様をはじめ、貴重なご意見、ご提言をお寄せくださいました市民の皆様に、心から

感謝申し上げます。 

 

 ２０２３（令和５）年１０月 

 

伊賀市長   岡本 栄    
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